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今年も１年、寒さにも負けず、頑張りましょう！

自治会館とリモート併設にて実施自治会館とリモート併設にて実施
  

◆議案◆議案
民生委員に対する補助金の支給について　　　　   承認民生委員に対する補助金の支給について　　　　   承認
民生委員が協議会等へ自費で支払う会費について、自治民生委員が協議会等へ自費で支払う会費について、自治
会で金銭的補助をしたい。会で金銭的補助をしたい。

◆ 報告事項◆ 報告事項
① 環境交通部より① 環境交通部より
 ・ 第一公園トイレ案件は 12 月に土木事務所と設置条件 ・ 第一公園トイレ案件は 12 月に土木事務所と設置条件

の再確認を行い、多数決方式ではなく設置／反対両の再確認を行い、多数決方式ではなく設置／反対両
者間の合意が必要、ということで地道な対話継続が望者間の合意が必要、ということで地道な対話継続が望
まれる。まれる。

 ・ ８B 介護施設に関し、近隣住民の主要な懸念事項の境 ・ ８B 介護施設に関し、近隣住民の主要な懸念事項の境
界フェンスの構造・高さは１月打合せで合意に達した。界フェンスの構造・高さは１月打合せで合意に達した。

② 会計より② 会計より
長寿お祝い金支給基準の見直しについて長寿お祝い金支給基準の見直しについて
自治会会計の赤字決算や、50 年前とは状況が変わり長自治会会計の赤字決算や、50 年前とは状況が変わり長
寿の方が増えたこともあり、喜寿を対象から外すことにし寿の方が増えたこともあり、喜寿を対象から外すことにし
たい。生活サポート部の意見も聞いたうえ、改めて 3 月たい。生活サポート部の意見も聞いたうえ、改めて 3 月
の本部会に諮りたい。の本部会に諮りたい。
③ HP 運営委員会より③ HP 運営委員会より
HP上の情報は常に更新されており、12 月は 56 件の情HP上の情報は常に更新されており、12 月は 56 件の情
報更新をしました。回覧・掲示板も HP で見ることができ報更新をしました。回覧・掲示板も HP で見ることができ
ますので、ぜひ定期的にご覧ください。ますので、ぜひ定期的にご覧ください。
④ 建築協定改定特別委員会より④ 建築協定改定特別委員会より
 ・ 1 月 7 日に建築協定の改定に関する市・区との調整を ・ 1 月 7 日に建築協定の改定に関する市・区との調整を

行いました。行いました。
　協定の改正案について　協定の改正案について
　市は基本的に了承　指摘箇所は引き続き調整　市は基本的に了承　指摘箇所は引き続き調整
　今後のスケジュール　今後のスケジュール
　2 月下旬以降、協定書の配付　　3 月中　回収　2 月下旬以降、協定書の配付　　3 月中　回収
　5月　市に申請　11 月までに認可　5月　市に申請　11 月までに認可

◆会長あいさつ◆会長あいさつ
　年が改まり、新たな気持ちで自治会活　年が改まり、新たな気持ちで自治会活
動に取り組んでいきたいと思います。動に取り組んでいきたいと思います。
　 こ の と こ ろ 日 本 各 地 で の 山 火 事 の　 こ の と こ ろ 日 本 各 地 で の 山 火 事 の
ニュースをよく見ます。空気の乾燥や風ニュースをよく見ます。空気の乾燥や風
の強さが原因なのでしょうか。我が家にの強さが原因なのでしょうか。我が家に
いるときに消防車のサイレンの音が聞こいるときに消防車のサイレンの音が聞こ
えると西柴団地の中なのだろうかと気にえると西柴団地の中なのだろうかと気に
なります。風や空気の乾燥、気温などはなります。風や空気の乾燥、気温などは
我々にコントロールの出来るものではあ我々にコントロールの出来るものではあ
りませんが、我々が出来ることもありまりませんが、我々が出来ることもありま
す。台所などでの火の管理、消火器の正す。台所などでの火の管理、消火器の正
しい準備、家の外では火だねとなる可能しい準備、家の外では火だねとなる可能
性がある落ち葉を清掃するなど、防火に性がある落ち葉を清掃するなど、防火に
は十分にお気をつけてお過ごしいただけは十分にお気をつけてお過ごしいただけ
ればと存じます。ればと存じます。
 　今年は丙午で、「情熱」とか「燃える」 　今年は丙午で、「情熱」とか「燃える」
とかの年だそうですが、ものが「燃える」とかの年だそうですが、ものが「燃える」
のではなく、「情熱」のほうを意識してのではなく、「情熱」のほうを意識して
いきたいものです。いきたいものです。
　先日の朝、家の前の落ち葉の清掃をし　先日の朝、家の前の落ち葉の清掃をし
ている時に通りかかった方と少しお話をている時に通りかかった方と少しお話を
しました。西柴団地内にお住みで 100 歳しました。西柴団地内にお住みで 100 歳
の誕生日を過ぎたばかりとのことでしたの誕生日を過ぎたばかりとのことでした
が背筋がピンと伸びて歩かれていてとてが背筋がピンと伸びて歩かれていてとて
もお元気そうでした。体のために意識をもお元気そうでした。体のために意識を
して歩いているとのことでした。見習っして歩いているとのことでした。見習っ
て。「情熱」をもってせっせと歩こうとて。「情熱」をもってせっせと歩こうと
思った次第です。思った次第です。

1 月度定例本部会報告（開催日：1 月 17 日）

　　　　



●来年度新組長の選出について●来年度新組長の選出について
令和 8 年度の各組の新組長さんを 2 月 9令和 8 年度の各組の新組長さんを 2 月 9
日までに決定できるようにご協力ください。日までに決定できるようにご協力ください。
なお、ブロック長、副ブロック長、部員、なお、ブロック長、副ブロック長、部員、
委員は 80 歳以上の方は辞退できますが、委員は 80 歳以上の方は辞退できますが、
組長活動にはご協力ください。組長活動にはご協力ください。
新組長さんの活動は、4 月の総会後からです。新組長さんの活動は、4 月の総会後からです。

（最初の回覧配布の仕事は 5 月10 日です）　（最初の回覧配布の仕事は 5 月10 日です）　
なお、「組長・各部の主な仕事」は、R7 年度なお、「組長・各部の主な仕事」は、R7 年度
組長さんから新組長さんに渡してください。組長さんから新組長さんに渡してください。

（総務部）（総務部）

●新組長会について●新組長会について
R8 年度の自治会活動を円滑に行うためにR8 年度の自治会活動を円滑に行うために

「新組長会」をブロック別に 3 月 7 日・8 日「新組長会」をブロック別に 3 月 7 日・8 日
に開催します。に開催します。
詳細は、配布されたお手紙をご覧ください。詳細は、配布されたお手紙をご覧ください。
R7 年度の組長さんは、「新組長会のお知らR7 年度の組長さんは、「新組長会のお知ら
せ」を R8 年度の組長さんにお渡しください。せ」を R8 年度の組長さんにお渡しください。

（総務部）（総務部）

●猫の飼い主さんにお願い●猫の飼い主さんにお願い
自治会内で先日、猫が捕獲し、解体したネ自治会内で先日、猫が捕獲し、解体したネ
ズミの死骸を庭に放置した事例が数回発生ズミの死骸を庭に放置した事例が数回発生
しました。住民の方は、感染症の不安もあしました。住民の方は、感染症の不安もあ
り、大変嫌な思いをされています。り、大変嫌な思いをされています。
横浜市では「横浜市猫の飼育適正ガイドラ横浜市では「横浜市猫の飼育適正ガイドラ
イン」を作成しています。イン」を作成しています。
 ・飼い猫の「そと猫化」による糞尿の被害 ・飼い猫の「そと猫化」による糞尿の被害

やごみ漁り等のご近所トラブルやごみ漁り等のご近所トラブル
 ・交通事故・喧嘩による怪我、など ・交通事故・喧嘩による怪我、など
　猫を守るためにも「完全屋内飼育」を推　猫を守るためにも「完全屋内飼育」を推

奨しています。飼い猫は、なるべく室内奨しています。飼い猫は、なるべく室内
飼育をしましょう。飼育をしましょう。

●募金の報告●募金の報告
赤い羽根募金として　¥230,526、赤い羽根募金として　¥230,526、
年末助け合い募金として　¥102,456　を自年末助け合い募金として　¥102,456　を自
治会予算から共同募金会に募金しました。治会予算から共同募金会に募金しました。

　　（会計）　　（会計）

横浜市では防犯対策の強化のため、横浜市では防犯対策の強化のため、
2026 年度中に新しい防犯条例を策定2026 年度中に新しい防犯条例を策定
する方針が決まりました。今までの「よする方針が決まりました。今までの「よ
こはま安全 . 安心プラン」は策定からこはま安全 . 安心プラン」は策定から
20 年が経過しており、現状にあってい20 年が経過しており、現状にあってい
るとは言いがたいようです。るとは言いがたいようです。
近年犯罪の手口は多様化し、新しい事近年犯罪の手口は多様化し、新しい事
件の増加に対応出来るよう条例策定が件の増加に対応出来るよう条例策定が
進められています。進められています。
地域の防犯活動も、少子高齢化などに地域の防犯活動も、少子高齢化などに
より担い手が少なくなっています。私より担い手が少なくなっています。私
たちも自治会で行っている一戸一灯運たちも自治会で行っている一戸一灯運
動や、詐欺電話に対応しないなど、自動や、詐欺電話に対応しないなど、自
分たちで出来る事から始め、安心して分たちで出来る事から始め、安心して
住める地域を目指しましょう。住める地域を目指しましょう。

　　　　（防犯部）　　　　（防犯部）

防 犯 情 報

西柴団地自治会のホームページ
のご案内

URL:https://nishishiba.p-kit.com

　

【にししばゴミ通信】【にししばゴミ通信】

かさばるプラスチックごみはコンパクかさばるプラスチックごみはコンパク
トにして出しましょうトにして出しましょう

たた た む : たたむことで膨らみませんた む : たたむことで膨らみません
ちち ぎ る : ちぎれば、袋に入りやすぎ る : ちぎれば、袋に入りやす
　　　　　　くなります。　　　　　　くなります。
つつ ぶ す : つぶして袋にぶ す : つぶして袋に
てていねいに : 丁寧に重ねて、袋にいねいに : 丁寧に重ねて、袋に
ととじこめる : 袋の空気を抜いてから、　じこめる : 袋の空気を抜いてから、　
　　　　　　しっかり結ぶと小さくな　　　　　　しっかり結ぶと小さくな
　　　　　　ります。　　　　　　ります。



 　　　　　　　

  　

　　

自転車の新しい制度

最近、散歩をしていると車道を走行する自転車が以前よりも増えたような気がしま最近、散歩をしていると車道を走行する自転車が以前よりも増えたような気がしま
す。自転車は健康増進、経済・環境的メリット、利便性など非常に魅力的な乗り物す。自転車は健康増進、経済・環境的メリット、利便性など非常に魅力的な乗り物
ですが、同時に交通ルールをしっかりと守らなければ大きな危険が伴う乗り物だとですが、同時に交通ルールをしっかりと守らなければ大きな危険が伴う乗り物だと
も思います。も思います。
道路交通法が改正されて、2026 年 4 月 1 日から自転車にも交通反則通告制度が適道路交通法が改正されて、2026 年 4 月 1 日から自転車にも交通反則通告制度が適
用されるようです。それについて少しまとめてみました。用されるようです。それについて少しまとめてみました。

◆交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みで◆交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みで
す。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事す。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事
件が処理されます。この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼件が処理されます。この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼
ばれます。ばれます。

【取締りの基本的な考え方】【取締りの基本的な考え方】
警察では自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行います。警察では自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行います。
ただしその違反が交通事故の原因となるような歩行者や他の車両にとって危険性・ただしその違反が交通事故の原因となるような歩行者や他の車両にとって危険性・
迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。青切符の導入後に、迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。青切符の導入後に、
検挙後の手続は大きく変わりますが交通違反の指導取締りについての基本的な考え検挙後の手続は大きく変わりますが交通違反の指導取締りについての基本的な考え
方は変わりません。方は変わりません。

取締り手続は大きく分けると「赤切符」手続と「青切符」手続きの2つに分類されます。取締り手続は大きく分けると「赤切符」手続と「青切符」手続きの2つに分類されます。

刑事手続とは、犯人を明らかにして犯罪の事実を特定し科すべき刑罰を定める手続刑事手続とは、犯人を明らかにして犯罪の事実を特定し科すべき刑罰を定める手続
であり検察官による起訴・不起訴の判断や裁判を含めた一連の手続を言います。であり検察官による起訴・不起訴の判断や裁判を含めた一連の手続を言います。
青切符の対象となる違反行為をして検挙されると反則金の納付が通告されますが、青切符の対象となる違反行為をして検挙されると反則金の納付が通告されますが、
反則金を納付すると刑事手続に移行せず起訴されることはありません。（有罪となっ反則金を納付すると刑事手続に移行せず起訴されることはありません。（有罪となっ
ていわゆる「前科」がつくこともありません）ていわゆる「前科」がつくこともありません）
皆さまも通勤、通学、お買い物などで利用する際には交通ルールを遵守し、安全に皆さまも通勤、通学、お買い物などで利用する際には交通ルールを遵守し、安全に
利用してください。利用してください。

切符の種類切符の種類 手続手続 主な違反内容主な違反内容

赤切符赤切符 刑事手続刑事手続 酒酔い運転　・妨害運転酒酔い運転　・妨害運転

青切符青切符 反則金を納付反則金を納付
・信号無視・指定場所一時不停止・信号無視・指定場所一時不停止
・通行区分違反（右側通行、歩道通行等）・通行禁止違反・通行区分違反（右側通行、歩道通行等）・通行禁止違反
・遮断踏切立入・歩道における通行方法違反・携帯電話使用等・傘差し・遮断踏切立入・歩道における通行方法違反・携帯電話使用等・傘差し



西柴団地福寿会
の

お知らせ

　

＜今後の予定＞

　● 2 月 3 日（火）　  みんなで歌いましょう　10:30 ～ 11:45　講師：藤田美智子氏
　　「百万本のバラ」の仕上げ、その他
　　● 2 月 10 日（火）　水彩画教室　                  10:00 ～ 12:00　講師：大坂由里氏
　　年間作品の講評
　　参加費　会員 3,600 円（１月～３月分　一括納入）　

　● 2 月 17 日（火）　文学講座　　　　　  　10:00 ～ 12:30　講師：田中　実氏
　　近代小説の真髄⑧
　　森鴎外「うたかたの記」を読み解く
　　参加費　会員 2,500 円（1 月～ 3 月分　一括納入）　

　● 3 月 3 日（火）　  散策　9 時金沢文庫駅集合　　　　　　講師：大貫昭彦氏
　　池上本門寺拝観
　　参加費　1,500 円（会員）　2,000 円（一般の方）

生涯学習「西柴」
からのご案内

2 月の例会は 28 日（土）です。
当日は『健康体操講演会』を開催します。

『さくらメディカル整骨院グループ』を運営する傍ら、高齢者の

健康維持についての啓蒙活動を実践している鈴木拓先生を迎え

て、漫談調の楽しい時間を過ごしましょう。

福寿会会員以外の一般参加も歓迎します

『金沢区シニアクラブ連合会麻雀大会』
日時　2 月 22 日（日）9：00 ～ 17：00

場所　西柴ケアプラザ　

主催　金沢区シニアクラブ連合会・ボタンの会

西柴団地福寿会からも 3 人の選手が参加します。

お暇と興味のある方は応援にお出でください。

～ 2 月 ふれあい事業のお知らせ～
自治会館にて開催いたします。予約は必要ありません。皆様のご参加お待ちしています。

西柴団地福祉サービス　受付／月・金　10：00～ 12：00　　TEL&FAX：701-5080

・ふれあい談話室ご参加時、送迎いたします。ご希望の方はお申し出ください。
・天候の状況で事業が中止になることもあります。ご了承ください。

＊ふれあい談話室
　13：30 ～ 14：30　
　茶菓子代：200 円
 ◎ 2 月 13 日／ 27 日　金曜日
  ・  体操・歌・お喋り等々、楽しい会です。

＊ふれあいキッズ
　10:30 ～ 12:00
 ◎ 2 月 2 ／ 9 ／ 16 日　月曜日
  ・  16 日、お誕生日会です。

＊ふれあい編み物 
　13:00 ～
 ◎ 2 月 10 日　火曜日
  ・  作品の販売も致します。

賛助会員募集中。 ボランティアさんを随時募集しています。　ご一緒に活動しませんか？

あけましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
現在 43 名のボランティアが
楽しく生き甲斐を持って
活動しています。
老若男女どなたでも参加できます。


